
主目的 7 33 5

副目的

款 項 目 大 中

％ ％ ％0

議員が議員活動を展開するために、調査研究を行い、市政への提言を行うとともに、議員

の資質向上を図る。

・各委員会による行政調査

　調査先の選定・依頼・調整、議員との調整、調査への随行、報告書の受理

・議員の調査研究に資するために会派へ政務調査費を交付

・政務調査費による行政調査

　職員は調査先の選定・依頼・調整、議員との調整、報告書の受理を行う。

　

【直接経費の内訳】

費用弁償（1,518千円）

事業番号 414

平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート

議会事務局　

事事事事

　　　　

　　　　

業業業業

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

概概概概

　　　　

　　　　

要要要要

担当部事務事業名 議員調査研究事業

会計区分

平成１４年度 ～事業期間

一般会計

委託

予算区分

担当係

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

地方自治法、小牧市議会政務調査費の交付に関する条例

効率的で適切な事務運営を行う

1

50

議事課　

議事調査係

31

平成３０年度以降

行政運営

1

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

担当課

1

行政経営

事業類型 一般

助成

総合計画

分野別計画

直接実施・

運営

50

単位

千円

人

千円

人

千円

千円

％

千円

千円

千円

3,1913,191

0.00

費用弁償（1,518千円）

普通旅費（259千円）

電子計算機借上料（224千円）

政務調査費交付金（5,250千円）

消耗品・印刷製本費等（134千円）

10,576

0.00

00

0

0

17,752

0

15,287

115.8

13,201

13,201 15,287

0 0

受益者負担

10,010

3,191

無

従事者数

従事者数

費

用

直接経費

正職員

12,096

10,576

69.1

費用合計

0.00

人件費

0.600.60

人件費

一般財源

国・県支出金

対前年比

その他財源

（手段）

Ｈ21決算額

0.60

0.00

ココココ

　　　　

　　　　

スススス

　　　　

　　　　

トトトト

財

源

その他職員

0

00

0

167.8

Ｈ23決算額

7,385

Ｈ22決算額 Ｈ24予算額

14,561

0.60

3,191

17,752

0



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

事業番号

業業業業

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

績績績績

H22

月

平平平平

成成成成

２２２２

３３３３

年年年年

20

12

12 12

10

日

月

委員会による行政調査

日数

H21

政務調査費執行状況

の公開

成果指標名

委員会による行政調査

日数

事業の

達成状況

活動指標名

414

H22

16

20

12

20

H24H23

10

20

H21

12

10

H23

12

20

日

12

12

12

2020

12

10

H24

12

政務調査費執行状況

の公開

12

16

12

市政への反映を目的とした行政調査・視察研究を積極的に行い、指標の目標どおり

達成した。

12

20

文献・データベースによる収集など手段の展開を講じることも含め、支出額上限内で

の調査回数の増にも努める。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

調査日数の減数が議員が取得する情報量の減につながらないよう、留意する必要が

ある。

他市の政策動向や市民ニーズ、社会情勢の探求の手段が狭められ、議員活動に支

障が生じる。

事業を縮小・

廃止したときの

影響

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

現状維持

現状維持

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

判定理由

一次評価のとおり。

改善案等

市政への提言を含め情報の発信と、情報の収集に努める必要がある。また、議会運

営の内容をより広く市民にお知らせをし、透明性の維持にも努める必要があるため。

方向性の判定

判　定　理　由


